
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 補助対象者 

新たに創業をされ、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営み、かつ次の全ての条件に該

当するもの 

・市内に事業所を設置し、創業が確実である具体的な計画を有する個人又は法人 

・市税及び国民健康保険税の滞納がない者 

・市、柳川商工会議所、柳川市商工会が共催で行う起業・創業セミナー等を受講した者又は開業まで

に受講する者 

・事業に必要な許認可を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者 

上記にかかわらず、以下に掲げる者は補助対象外となります。 

・過去に柳川市の空き店舗補助金を受けている者 

・補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される

関係を有する者 

  ・風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第 2 条に定める風俗営業等同法に基づく許可又は

届出が必要な営業を行う者 

・宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者 

・その他市長が適当でないと認める者 

◆ 補助金額 
 

区 分 補助金額 上限額 

① 市内で新規創業の場合 補助対象経費の１/２ 

※千円未満切捨て 

５０万円 

② 商店街で新規創業の場合 ７５万円 

 商店街で創業する場合は、店舗がある商店街団体に加入することが条件です。 

 

◆ 補助対象経費 

  ○建築費及び改修費 店舗等の建築又は改修に係る経費（住宅部分を除く） 

  ○設備費 直接新規創業に必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費   

○委託費 市場調査等の外部委託費等事業遂行に必要な業務の一部を第三者 

に委託又は委任するための費用   

○広報費 広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール 

等郵送料、展示会等の出店費等 

柳川市では、市の産業の振興、商店街のにぎわい創出及び地域経済の活性化を図るため、

新たに起業を目指す創業者や法人を対象に、その経費の一部を補助します。 

 

 

を応援します!! 

（柳川市新規創業者支援事業補助金） 



◆ 交付申請 
 

 補助対象事業に着手する前に、補助金交付申請書と下記に掲げる資料を添付し、申請をお願いします。 

 補助金の交付決定を受ける前に物品等の購入や工事等に着手した場合、その経費については補助金を

受けることができません。また、事業を営むうえで、直接必要と認められないものは、補助対象経費か

ら除外します。 

〔申請書添付資料〕  

(1) 事業計画書 

 (2) 事業所の位置図及び平面図 

 (3) 補助対象経費に係る金額が確認できる見積書、内訳書 

(4) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書 

(5) 起業・創業セミナー等の修了証書の写し 

(6) 商店街団体に加入したことを証明する書類（商店街で創業の場合に限る）  

(7) その他市長が特に必要と認める書類 

 

◆ 手続きの流れ 
 

①事前相談 
新規創業補助金を検討される場合は、必ず事業着手前に相談し、補助要

件等をご確認ください。 

②交付申請書 
補助対象経費に係る見積書や図面等を作成し、添付書類を添え申請し

てください。 

③交付・不交付決定 
申請書等をもとに審査後、決定通知書により交付・不交付の結果をお知

らせします。 

④補助対象事業の実施 店舗等の建築又は改修、必要備品購入など〔 開業準備～開業 〕 

※変更申請 
交付申請より変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を提出してく

ださい。 

⑤実績報告 

補助対象事業完了後１か月を経過した日、又は当該年度の 3 月 31 日

のいずれか早い日までに補助対象経費に係る領収書等を添付の上、実

績報告書を提出してください。 

⑥確定・取消し 
実績報告書等をもとに審査後、確定通知書又は取消し通知書により結

果を通知します。 

⑦補助金交付 確定通知をもとに、申請者より請求いただき補助金交付をいたします。 

 
 

◎新規創業者に係る指導 

 交付決定者は、事業開始から 1 年以内に市が行う起業支援アドバイザー事業またはそれに類する専門

家による経営指導等を受ける必要があります。 

 

 

 

 

 

≪申請・問合せ先≫ 

柳川市大和町鷹ノ尾１２０（柳川市役所大和庁舎２階） 

柳川市産業経済部 企業誘致推進課 

企業誘致推進係 

℡０９４４－７７－８７６２ FAX０９４４－７６－１１７０

 


